
５医安第９９２号  

令和６年１月１８日  

 

関 係 団 体 の 長 様 

 

愛知県保健医療局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法

律」の公布について（通知） 

 

 このことについて、令和５年 12 月 13 日付け医薬発 1213 第１号で厚生労働省

医薬局長から別添のとおり通知がありましたので、貴会員への周知に御配慮く

ださい。 

 

 

 

担  当 生活衛生部医薬安全課 

     毒劇物・麻薬・血液グループ 

電  話 052-954-6305（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

ファックス 052-953-7149 

 

 



愛知県

'05.12.13
5医安第992号

























































【大麻取締法】
大麻から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除

【麻薬及び向精神薬取締法】
「麻薬」の１つに 「大麻」を追加

①大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とする

大麻の不正な施用は麻薬の施用罪へ

②大麻等の施用罪の適用

大麻＝麻薬

これらの改正施行は、公布日から1年を超えない範囲で政令で定める日

これらの改正施行は、公布日から1年を超えない範囲で政令で定める日

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法 改正の概要



大麻取締法(大取法)から｢大麻草の栽培の規制に関する法律(大栽法) ｣へ

○栽培目的を区分した免許を創設
「大麻草採取栽培者免許」

第一種(知事免許):大麻草製品の原材料として栽培
第二種(大臣免許):医薬品の原料として栽培

③大麻草の栽培に関する規制の見直し

○法律名の変更

【大麻取締法】

これらの改正施行は、公布日から2年を超えない範囲で政令で定める日

これらの改正施行は、公布日から1年を超えない範囲で政令で定める日

大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法 改正の概要
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